
令和７年度寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、既存単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽

への転換の促進により、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するとと

もに、事業に係る経済的な負担の軽減を図るため、合併処理浄化槽への転換を行

う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、寒河江市補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する規則（平成６年市規則第１７号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 合併処理浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第２条第１号に規

定する浄化槽をいう。 

⑵ 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律（平成１２年法律第

１０６号）附則第２条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。 

⑶ 汲み取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれを汲み取って処分する方式の

便槽（泡又は少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的に汲み取る方式の

便槽を含む。）をいう。 

⑷ 浄化槽転換事業 既存の住宅等の改良により、既存単独処理浄化槽又は汲

み取り便槽（以下「単独処理浄化槽等」という。）を廃止し、合併処理浄

化槽を設置する事業をいう。（敷地内に設置した簡易便槽の合併浄化槽へ

の転換及び旧建築物を残した増設事業で、増設した部分のみで独立した住

宅の機能を有する場合の合併浄化槽への転換を除く。） 



⑸ 市町村設置型浄化槽転換事業 寒河江市浄化槽等設置管理条例（平成２３

年市条例第２４号）に基づき整備する浄化槽で、新築を除く浄化槽転換事

業に該当する事業をいう。 

⑹ 分担金 寒河江市浄化槽等整備事業分担金徴収条例（平成２３年市条例第

２５号）に規定する分担金をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当す

る者とする。 

⑴ 市町村設置型浄化槽転換事業において浄化槽を設置する者 

⑵ 市税等に滞納がない者 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ ５人槽にあっては８０千円 

⑵ ６人槽以上にあっては１００千円 

２ 分担金の減免を受けた者で、減免後の分担金の額が前項の補助金の額に満た

ない場合は、その額以内とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（補助金交付申請書） 

第５条 補助金等交付申請書の様式は、規則第５条の規定にかかわらず、令和７

年度寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申

請書」という。）によるものとする。 

２ 申請書は、当該申請に係る浄化槽転換事業に着手する前に市長に提出するも

のとし、添付すべき書類は次に掲げるとおりとする。 

⑴ 着工前写真 

⑵ 申請者の令和６年度分（令和７年４月から６月まで申請する場合は令和５



年度分）の納税証明書 

⑶ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（実績報告書） 

第６条 補助事業等実績報告書は、規則第１４条の規定にかかわらず、令和７年

度寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金実績報告書（様式第２号。以下「実績

報告書」という。）によるものとする。 

２ 実績報告書は、浄化槽転換事業が完了した日から２０日を経過した日又は令

和８年３月６日のいずれか早い日までに市長に提出するものとし、添付すべき

書類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 分担金領収書の写し 

⑵ 施工写真（汲み取り槽・単独浄化槽を撤去した場所及び新設した合併浄化

槽） 

⑶ 預金通帳の写し（口座情報が記載されている部分） 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（帳簿等の保管） 

第７条 規則第２２条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が

属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければならない。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

年  月  日 

 

寒河江市長 齋 藤 真 朗 様 

 

 

住  所 

 

氏  名 

 

電話番号 

 

 

令和７年度 寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金交付申請書 

 

 

寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金交付要綱第５条の規定により、補助に関する

資格、条件及び手続きを了承の上、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 浄化槽の設置場所 

 

２ 浄化槽の人槽        人槽 

 

３ 交付申請額       金        円 

 

  ４ 工事着工予定年月日      年  月  日 

 

５ 添付書類 

 

（１）着工前写真 

（２）納税証明書（４月から６月申請分は令和５年度、７月から３月申請分は令和６年度） 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

寒河江市長 齋 藤 真 朗 様 

 

 

住  所   

 

氏  名   

 

電話番号   

 

 

 

令和７年度 寒河江市浄化槽整備促進事業費補助金実績報告書 

 

 

年 月  日付け指令水第  号で交付決定の通知があった寒河江市浄化槽整

備促進事業費補助金の工事が完了したので、令和７年度寒河江市浄化槽整備促進事業

費補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

１ 浄化槽の設置場所    

 

２ 浄化槽の人槽       人槽 

 

３ 補助金交付額     金         円 

 

  ４ 工事完了年月日       年  月  日 

 

５ 添付書類 
 

（１）分担金領収書の写し 

（２）施工写真（汲み取り槽・単独浄化槽を撤去した場所及び新設した合併浄化槽） 

（３）預金通帳の写し（口座情報が記載されている部分） 

（４）その他市長が必要と認める書類 


